
１、活動宣言証

　・



２、活動内容

　＜2022年度＞

　①定期健康診断実施後の受診勧奨活動

　　・要治療・要精密検査対象者への所属長からの受診勧奨

　　・労災2次健診対象者への所属長、衛生管理者による面談実施及び受診勧奨

　　※労災2次健診については、重篤化が懸念されるため受診率85％以上を目標

　　　に活動した。

           結果として70％の受診率となり、次年度以降も継続して活動実施予定。

　②喫煙対策の強化

　　・定期健康診断で要治療・要精密検査となった喫煙者に対し、喫煙外来

　　　の受診勧奨実施

　③健康講話の開催

　　・開催日：2022年8月10日

　　・「新型コロナウイルス予防の生活習慣への影響と対策～脳卒中予防に」

　　　　ついて～」との表題にて健康講話開催

　　・講師：保健師　西村先生

　＜2023年度実施予定＞

　①高血圧対象者への受診勧奨（2023年度上半期実施済）

　　・社員の脳出血発症を受け、高血圧で近々の受診状況が確認できなかった

　　　者に対し、受診勧奨及び治療の継続状況確認

　②定期健康診断実施後の受診勧奨活動予定

　　・要治療・要精密検査対象者への所属長からの受診勧奨

　　・労災2次健診対象者への所属長、衛生管理者による面談実施及び受診勧奨

　③喫煙対策の強化

　　・定期健康診断で要治療・要精密検査となった喫煙者に対し、喫煙外来

　　　の受診勧奨実施予定

　④健康講話の開催



３、活動開始時の宣言内容



４、喫煙対策の強化宣言

　※2023年度は、グループ内でのＨＰＡＩ発生の影響により受診費用の会社負担を

　　一時休止しています。


